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～建設産業の現状～
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政府投資額（兆円）

民間投資額（兆円）

就業者数（万人）

許可業者数（千業者）

出典：国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」
注１ 投資額については2015年度まで実績、2016年度・2017年度は見込み、2018年度は見通し
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均。2011年は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について2010年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値

○ 建設投資額はピーク時の1992年度：約84兆円から2010年度：約43兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転じ、
2018年度は約53兆円となる見通し（ピーク時から約37％減）。

○ 建設業者数（2017年度末）は約46万業者で、ピーク時（1999年度末）から約23％減。
○ 建設業就業者数（2017年平均）は498万人で、ピーク時（1997年平均）から約27％減。

建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

（兆円） （千業者、万人）

就業者数のピーク
685万人（1997年平均）

就業者数
ピーク時比
▲27.3%

503万人
（2018年平均）

465千業者
（2017年度末）

許可業者数
ピーク時比
▲22.6%

建設投資
53兆円

建設投資
ピーク時比
▲36.8％

許可業者数のピーク
601千業者（1999年度末）

建設投資のピーク
84兆円（1992年度）
就業者数：619万人
業者数：531千業者
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産業別就業者の平均年齢の推移
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○建設業就業者： 685万人（H9） → 498万人（H22） → 498万人（H29）

○技術者 ： 41万人（H9） → 31万人（H22） → 31万人（H29）

○技能者 ： 455万人（H9） →   331万人（H22） →  331万人（H29）

○ 建設業就業者は、55歳以上が約34％、29歳以下が約11%と

高齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
※実数ベースでは、建設業就業者数のうち平成28年と比較して

55歳以上が約3万人増加、29歳以下は約1万人減少。

出典：総務省「労働力調査」を基に国土交通省で算出出典：総務省「労働力調査」（暦年平均）を基に国土交通省で算出

技能者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行

（※平成２３年データは、東日本大震災の影響により推計値。）

建設業就業者の現状
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年齢階層別の賃金水準

○製造業の賃金のピークは50～54歳であることに対し、建設業の賃金ピークは45～49歳。
○賃金カーブのピーク時期が製造業よりも早く到来する傾向があり、現場の管理、後進の指導等のスキル
が評価されていない可能性。

（2018年）（単位：千円）
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出典：平成30年賃金構造基本統計調査 5



建設業男性全労働者等の年間賃金総支給額の推移

（資料） 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（10人以上の常用労働者を雇用する事業所）
※ 年間賃金総支給額＝きまって支給する現金給与額×12＋年間賞与その他特別給与額

建設業男性
全労働者

建設業男性
生産労働者

（千円）
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2012年 2018年 上昇率
建設業男性生産労働者 3,915.7 4,624.5 18.1%
建設業男性全労働者 4,831.7 5,713.3 18.2%
製造業男性生産労働者 4,478.6 4,764.1 6.4%
製造業男性全労働者 5,391.1 5,601.6 3.9%
全産業男性労働者 5,296.8 5,584.5 5.4%
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平成31年３月から適用する公共工事設計労務単価について

○７年連続で引き上げにより、全国全職種平均値の公表を開始した平成9年度以降で最高値
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公共工事設計労務単価 全国全職種加重平均値の推移

建設投資の減少に伴う労働需給
の緩和により下降

単価算出手法の大幅変更
・必要な法定福利費相当額の反映
・東日本大震災による入札不調状況に応じた

被災三県における単価引き上げ措置
等を実施

注1）金額、伸率とも加重平均値にて表示。加重平均値は、平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。
注2）平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。

全国全職種平均値の公表を開始
した平成９年度以降で最高値

（円/1日8時間当たり）
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○ 週休2日工事について、直轄ではH30年度に6,091件公告、2,745件で実施し、H29年度比で2.5倍に
増加。地方公共団体においても取組が拡大。

○ 週休2日に取り組む際の必要経費として、H30年度より労務費や機械経費についても補正を実施。

週休2日工事の実施状況（直轄）

週休2日取得への取組

週休2日工事の実施状況（都道府県、政令市）

4週6休 4週7休 4週8休以上

労務費 1.01 1.03 1.05

機械経費（賃料） 1.01 1.03 1.04

共通仮設費率 1.01 1.03 1.04

現場管理費率 1.02 1.04 1.05

■週休2日の実施に伴う必要経費を計上
H30年度より労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費、現場管理費に
ついて、現場閉所の状況に応じて補正係数を乗じ、必要経費を計上

週休2日に取り組む際の必要経費の計上

H28年度 H29年度 H30年度

公告件数（取組件数） 824(165) 3,841(1,106) 6,091(2,745)

■週休2日対象工事の拡大
災害復旧や維持工事、工期等に制約がある工事を除く工事において、週休
2日対象工事の適用を拡大

■工事成績評定による加点
工事成績評定において、４週８休を実施した工事について、「工程管理」の
項目において加点評価

■関係部局間の連携
元下問わず参加しているすべての企業で適正な価格での下請契約、賃金引
上げの取組が浸透するよう、発注部局と建設業所管部局で連携

165

1106

2745

659

2735

3346

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

H28年度

H29年度

H30年度

週休２日実施工事

3,841
実施件数6.7倍 対象件数4.7倍

824

6,091
実施件数2.5倍 対象件数1.6倍

35
7

23
88

2,745件
(H30年度)

発注者指定方式

受注者希望方式

■H29年度：実施済３９団体

■H30年度：実施済５６団体
・発注者指定 ：実施済２７団体
・労務費等補正：実施済４８団体
・工事成績評定：実施済４９団体
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品確法と建設業法・入契法（担い手３法） Ｒ１改正時の概要

※担い手３法の改正（公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律）

相次ぐ災害を受け地域の「守り手」としての建設業への期待
働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正
i-Constructionの推進等による生産性の向上

予定価格の適正な設定、歩切りの根絶
価格のダンピング対策の強化
建設業の就業者数の減少に歯止め

新たな課題・引き続き取り組むべき課題 担い手３法施行(H26)後５年間の成果

平成26年に、公共工事品確法と建設業法･入契法を一体として改正※し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を
徹底することなど、建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定。

新たな課題に対応し、
５年間の成果をさらに充実する
新・担い手３法改正を実施

建設業法・入契法の改正 ～建設工事や建設業に関する具体的なルール～

品確法の改正 ～公共工事の発注者･受注者の基本的な責務～

cv

○発注者の責務
・適正な工期設定 （休日、準備期間等を考慮）
・施工時期の平準化 （債務負担行為や繰越明許費の活用等）
・適切な設計変更
（工期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活用）

働き方改革の推進

○受注者（下請含む）の責務
・適正な請負代金･工期での下請契約締結

○発注者の責務
・緊急性に応じた随意契約･指名競
争入札等の適切な選択

・災害協定の締結、発注者間の連携
・労災補償に必要な費用の予定価格
への反映や、見積り徴収の活用

○発注者･受注者の責務
・情報通信技術の活用等による
生産性向上

生産性向上
への取組

災害時の緊急対応強化
持続可能な事業環境の確保

○調査･設計の品質確保
・「公共工事に関する測量、
地質調査その他の調査及
び設計」を、基本理念及
び発注者･受注者の責務の
各規定の対象に追加

○現場の処遇改善
・社会保険の加入を許可要件化
・下請代金のうち、労務費相当については現金払い

○工期の適正化
・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告
・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止
（違反者には国土交通大臣等から勧告・公表）
・公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施工時期の平準化
のための措置を講ずることを努力義務化＜入契法＞

○技術者に関する規制の合理化
・監理技術者：補佐する者(技士補)
を配置する場合、兼任を容認

・主任技術者(下請)：一定の要件を
満たす場合は配置不要

○災害時における建設業者団体
の責務の追加

・建設業者と地方公共団体等との
連携の努力義務化

○持続可能な事業環境の確保
・経営管理責任者に関する規制を
合理化

・建設業の許可に係る承継に関す
る規定を整備



●公共工事の品質確保の促進に関する法律 Ｒ１改正時の概要

背景・必要性

１. 災害への対応 ２. 働き方改革関連法の成立
〇「働き方改革関連法」の成立により、公共工事においても長時間

労働の是正や処遇改善といった働き方改革の促進が急務

３. 生産性向上の必要性
〇建設業・公共工事の持続可能性を確保するため、働き方改革の促

進と併せ、生産性の向上が急務

４. 調査・設計の重要性
〇公共工事に関する調査等の品質が公共工事の品質確保を図る上で重要な
役割

〇全国的に災害が頻発する中、災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興
のため、災害時の緊急対応の充実強化が急務

法案の概要（改正のポイント）

【基本理念】
災害対応の担い手の育成・確保、災害復旧工事等の迅速かつ
円滑な実施のための体制整備

【発注者の責務】
①緊急性に応じて随意契約・指名競争入札等適切な入札・契約方法を選択
②建設業者団体等との災害協定の締結、災害時における発注者の連携
③労災補償に必要な保険契約の保険料等の予定価格への反映、災害時の見積り徴収の活用

Ⅰ. 災害時の緊急対応の充実強化

【基本理念】
適正な請負代金・工期による請負契約の締結、公共工事に従事する
者の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の
適正な整備への配慮
【公共工事等を実施する者の責務】
適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結

Ⅱ. 働き方改革への対応

【発注者の責務】
①休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設定
②公共工事の施工時期の平準化に向けた、

債務負担行為・繰越明許費の活用による翌年度にわたる工期設定、中長期的な発注
見通しの作成・公表等

③設計図書の変更に伴い工期が翌年度にわたる場合の繰越明許費の活用等

【基本理念、発注者・受注者の責務】
情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上

Ⅲ. 生産性向上への取組
公共工事に関する調査等（測量、地質調査その他の調査（点検及び診断を含む。）及び設計）に

ついて広く本法律の対象として位置付け

Ⅳ. 調査・設計の品質確保

(1)発注者の体制整備
① 発注関係事務を行う職員の育成・確保等の体制整備【発注者の責務】
② 国・都道府県による、発注関係事務に関し助言等を適切に行う能力を

有する者の活用促進等

Ⅴ. その他

(2)工事に必要な情報（地盤状況）等の適切な把握・活用【基本理念】
(3)公共工事の目的物の適切な維持管理

【国・特殊法人等・地方公共団体の責務】

法改正の理念を現場で実現するために、地方公共団体、業界団体等の意見を聴き、基本方針や発注者共通の運用指針を改正

（令和元年６月７日成立 ６月１４日施行）

8
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12

２．i-Construction



我が国は人口減少時代を迎えているが、これまで成長を支えてきた労働者が減少しても
、トラックの積載率が５割を切る状況や道路移動時間の約４割が渋滞損失である状況の改
善など、労働者の減少を上回る生産性を向上させることで、経済成長の実現が可能。

そのため、本年を「生産性革命元年」とし、省を挙げて生産性革命に取り組む。

「社会のベース」の生産性

を

高めるプロジェクト

「未来型」投資・新技

術で生産性を高めるプ

ロジェクト

「産業別」の生産性を

高めるプロジェクト

労働者の減少を上回る生産性の上昇が必要

ねらい

３つの切り口

経済成長 ← 生産性 ＋ 労働者等

国土交通省 生産性革命本部（平成28年3月7日設置）によるプロジェクト推進

生産性革命に関する取組み

13



生産性革命の取組の体系

観光先進国の実現・地域空間の魅力向上
 インバウンドの効果を全国に波及させ、地方に人を呼び
込む観光施策を推進

 人が集積・交流する魅力あふれる地域空間の創出や
拠点形成を促進

次世代モビリティの推進
 地域の交通サービス等を維
持するとともに、人々のライフ
スタイルやまちづくりの在り方ま
でも変えうるモビリティサービス
の変革を推進

インフラの整備・管理・機能や
産業の高度化

 i-Constrcutionの推進など、インフラの整
備から運用の段階まで、ICT等の新技術や
データの活用を強力に推進

 建設業や交通・物流事業などの関連産業
における新技術やデータの活用を推進

データの横断的フル活用、
データプラットフォームの構築等

 国土、経済活動、自然現象の各分野における
官民のデータ整備・連携と利活用の高度化

 上記のデータを集約し、広く一般的に利用が可
能な「国土交通データプラットフォーム」の構築

スマートシティの推進
 新技術や官民データをまちづ
くりに活かし、都市・地域の
課題解決につなげるスマート
シティの取組を推進



i-Construction ～建設業の生産性向上～

○平成28年9月12日の未来投資会議において、安倍総理から第4次産業革命による『建設現場の生産性革命』に向け、
建設現場の生産性を2025年度までに2割向上を目指す方針が示された。

○この目標に向け、３年以内に、橋やトンネル、ダムなどの公共工事の現場で、測量にドローン等を投入し、施工、検査
に至る建設プロセス全体を３次元データでつなぐなど、新たな建設手法を導入。

○これらの取組によって従来の３Ｋのイメージを払拭して、多様な人材を呼び込むことで人手不足も解消し、
全国の建設現場を新３Ｋ（給与が良い、休暇がとれる、希望がもてる）の魅力ある現場に劇的に改善。

【生産性向上イメージ】

平成28年9月12日未来投資会議の様子

ICTの土工への活用イメージ（ICT土工）
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i-Construction トップランナー施策 （Ｈ２８～）
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民 間 公 共

Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

ICTの全面的な活用（ICT施工） 施工時期の平準化等

○ 公共工事は第1四半期(4～6月)に
工事量が少なく、偏りが激しい。

○ 適正な工期を確保するための２
か年国債を設定。Ｈ２９当初予算
においてゼロ国債を初めて設定。

（工事件数） （i-Construction）

平準化された
工事件数

＜技能者＞
・収入安定
・週休二日

＜発注者＞

・計画的な
業務遂行

＜受注者＞

・人材・機材
の効率的
配置

平準化

（工事件数） 閑散期 繁忙期 （現状）
現状の工事件数

＜技能者＞

・閑散期は仕事
がない

・収入不安定

・繁忙期は休暇
取得困難

＜発注者＞

・監督・検査
が年度末
に集中

＜受注者＞

・繁忙期は監理技
術者が不足

・閑散期は人材・
機材が遊休

○設計、発注、材料の調達、加工、組立等
の一連の生産工程や、維持管理を含めた
プロセス全体の最適化が図られるよう、全
体最適の考え方を導入し、サプライチェー
ンの効率化、生産性向上を目指す。

○Ｈ２８は機械式鉄筋定着および流動性を
高めたコンクリートの活用についてガイド
ラインを策定。

○部材の規格（サイズ等）の標準化により、
プレキャスト製品やプレハブ鉄筋などの工
場製作化を進め、コスト削減、生産性の向
上を目指す。

プレキャストの進

化

©大林組

©三井住友建設

（例）定型部材を組み合わせた施工

（例）鉄筋のプレハブ化、埋設型枠の活用現場打ちの効率化

全体最適の導入
（コンクリート工の規格の標準化等）

クレーンで設置 中詰めコン打設

クレーンで設置

○調査・測量、設計、施工、検査等のあ
らゆる建設生産プロセスにおいてICTを
全面的に活用。

○３次元データを活用するための１５の
新基準や積算基準を整備。

○国の大規模土工は、発注者の指定で
ICTを活用。中小規模土工についても、
受注者の希望でICT土工を実施可能。

○全てのICT土工で、必要な費用の計上、
工事成績評点で加点評価。

ドローン等を活用
し、調査日数を削
減

３次元設計データ
等により、ICT建
設機械を自動制
御し、建設現場
のICT化を実現。

３次元測量点群デー
タと設計図面との差
分から、施工量を自
動算出

【建設現場におけるICT活用事例】
規格の標準化 全体最適設計 工程改善

コンクリート工の生産性向上のための３要素

《3次元測量》

《ICT建機による施工》

《3次元データ設計図》

出典：建設総合統計より算出
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準天頂衛星
（みちびき）

主 桁

横 桁

検査路

横 構

Society5.0におけるi-Constructionの「貫徹」

○Society5.0の実現に向け、i-Constructionの取組を推進し、建設現場の生産性を2025年度までに2割向上を目指す
○ICT施工の工種拡大、現場作業の効率化、施工時期の平準化に加えて、測量から設計、施工、維持管理に至る建設プロセス全体
を3次元データで繋ぎ、新技術、新工法、新材料の導入、利活用を加速化するとともに、国際標準化の動きと連携

機器活用による測量 2次元図面による設計

ドローン(レーザースキャナ)や
準天頂衛星システム(みちびき)を
活用し、効率化、高密度化した
面的な3次元測量

人手が必須な点検作業 労働力を主体とした施工

測量 設計

施工維持管理

3次元モデルによる可視化と
手戻り防止、4D(時間)、5D(コスト)
による施工計画の効率化

ICT施工の工種拡大、
3次元データに基づく施工、
デジタルデータ活用による
新技術の導入拡大等

ロボットやセンサーによる
管理状況のデジタルデータ化、
3次元点検データによる可視化

測量 設計

施工維持管理

建設生産プロセス全体を3次元データで繋ぐ

社会への実装
バーチャルシティによる

空間利活用
ロボット、AI技術の開発 自動運転に活用できる

デジタル基盤地図の作成

ドローン
GPS

3Dデータ
VR

自動化
ビックデータ

ロボット
AI

河川・堤防

トンネル

鉄道
空港

○○km

道路法面緑化

石垣

自動車専用道路

保存樹木

街路・街路樹

宅地

公園・緑地

タンク

駅・駅前広場

農業用水路

圃場整備

国際標準化の動きと連携

３次元設計データ等を通
信
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３．ICT活用工事について
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ＩＣＴ活用工事の実施状況

工種
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

公告件数 うちＩＣＴ実施 公告件数 うちＩＣＴ実施 公告件数 うちＩＣＴ実施

土 工 １，６２５ ５８４ １，９５２ ８１５ １，６７５ ９６０

舗装工 － － ２０１ ７９ ２０３ ８０

浚渫工 － － ２８ ２４ ６２ ５７

浚渫工（河川） － － － － ８ ８

合計 １，６２５ ５８４ ２，１８１ ９１８ １，９４８ １，１０５

実施率 ３６％ ４２％ ５７％

ＩＣＴ施工実施状況

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

ＩＣＴ実施件数 公告件数 うちＩＣＴ実施 公告件数 うちＩＣＴ実施

土 工 ８４ ８７０ ２９１ ２，４２８ ５２３

実施率 ３３％ ２２％

都道府県・政令市におけるＩＣＴ施工実施状況

単位：件

単位：件

○ Ｈ３０年度は、直轄工事におけるＩＣＴ活用工事の公告件数１，９４８件のうち約６割の
１，１０５件で実施。

○ 都道府県・政令市におけるＩＣＴ土工の公告件数が２，４２８件、実施件数は５２３件に大幅
に増加。
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ＩＣＴ活用工事の実施状況

・ＩＣＴ土工
平成３０年度 ＩＣＴ土工対象工事

発注者指定型 施工者希望Ⅰ・Ⅱ型 合計

公告工事件数 １８９ １，４８６ １，６７５

うちＩＣＴ実施工事件数 １８９ ７７１ ９６０

実施率 １００％ ５２％ ５７％

・ＩＣＴ舗装工
平成３０年度 ＩＣＴ舗装工対象工事

発注者指定型 施工者希望Ⅰ・Ⅱ型 合計

公告工事件数 １４ １８９ ２０３

うちＩＣＴ実施工事件数 １４ ６６ ８０

実施率 １００％ ３５％ ３９％

・ＩＣＴ浚渫工（河川）
平成３０年度 ＩＣＴ浚渫工（河川）対象工事

発注者指定型 施工者希望Ⅰ・Ⅱ型 合計

公告工事件数 １ ７ ８

うちＩＣＴ実施工事件数 １ ７ ８

実施率 １００％ １００％ １００％

・ＩＣＴ浚渫工
平成３０年度 ＩＣＴ浚渫工対象工事

発注者指定型 施工者希望型 合計

公告工事件数 ２２ ４０ ６２

うちＩＣＴ実施工事件数 ２２ ３５ ５７

実施率 １００％ ８８％ ９２％
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ＢＩＭ/ＣＩＭ活用業務・工事件数の推移

11 19 10 16 34 54

147

400

21 28
60

87 78

65

0

100
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400

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

BIM/CIM活用業務・工事

76
3840

11

○平成２４年度から橋梁、ダム等を対象に３次元設計（ＢＩＭ/ＣＩＭ）を導入し、着実に増加。

○平成３０年度は、２１２件（設計業務：１４７件、工事：６５件）で実施。

○令和元年度は、４００件（設計業務＋工事）の実施を目標。

累計事業数 設計業務：291件 工事：339件 合計：630件

132121

工事
設計業務

212

(目標)
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ＩＣＴ施工による延べ作業時間縮減効果 （Ｈ３０年度）

延べ作業時間縮減効果（ＩＣＴ土工） N=２９６

人日

約３割 縮減

延べ作業時間縮減効果（ＩＣＴ舗装工） N=２５

約４割 縮減

延べ作業時間縮減効果（ＩＣＴ浚渫工（河川）） N=６

約４割 縮減

人日

人日

※ 活用効果は施工者へのアンケート調査結果の平均値として算出。
※ 従来の労務は施工者の想定値
※ 各作業が平行で行われる場合があるため、工事期間の削減率とは異なる。

水路測量を省略

○ ＩＣＴ施工の対象となる起工測量から電子納品までの延べ作業時間について、土工では約３割、舗装
工及び浚渫工（河川）では約４割の縮減効果がみられた。

○浚渫工ではＩＣＴによる出来形測量により、別途実施する水路測量の省略が可能となった。
※現場作業の変化により、工事全体で技術者等の業務がどう変化しているか、実態調査・分析が必要

水路測量

延べ作業時間縮減効果（ＩＣＴ浚渫工（施工以外）） N=４４
※H30.11.30時点

人日
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i-Construction(ＩＣＴ施工)

地方自治体発注工事への普及に向けた課題

〇ＩＣＴに関する基礎的な教育・情報提供

・ＩＣＴ施工講習会

・ＩＣＴ活用ノウハウの共有

〇ＩＣＴを活用できる環境
・ＩＣＴ活用を求める工事の拡大

・自治体発注工事で活用の多い工種でのＩＣＴ活用

〇ＩＣＴ活用の目的と意識
・施工の流れとＩＣＴ活用範囲

・地方自治体のＩＣＴ活用メリット



地方普及展開に向けた取組 現場支援型モデル事業

○ ICT活用工事を、地方自治体発注工事等に広く普及を図るため、地方自治体発注工事をフィールドと
して、現場支援型モデル事業を実施。

○本事業では、地方自治体が設置する支援協議会の下、ICT活用を前提とした工程計画の立案支援、
ICT運用のマネジメント指導等により、支援協議会参加者を含め広くICT導入効果を周知することで、
ICT活用工事の普及を促進。

○令和元年度方針
・支援未経験の自治体を中心として、地整毎にモデル事業を実施
・「ＩＣＴ導入時の計画立案」に関する支援を中心に実施※

※これまでの支援自治体へのフォローアップ調査によるとＩＣＴ導入時の計画立案に関する指導・助言の要望が多い

主な支援概要
○ ＩＣＴ導入計画の支援

○ ＩＣＴ導入の効果確認

○ ＩＣＴ活用における課題と対応事例提供

• 現場条件を踏まえ、施工者とＩＣＴを活かせる工程計画の検討。

粗
掘
削

繰り返し作業

丁張り作業の
削減
作業時間
の短縮

法
面
整
形

丁張りレス施工の提案

• これまでのモデル事業において行った支援事例を踏まえ、ＩＣＴ
活用における課題と対応事例を取りまとめた。

• 今年度モデル事業にて活用するとともに、サポート事務所を通じ
情報提供する。

• ＩＣＴ導入効果について、発注者・施工者に確認し課題の把握を行う。 ＩＣＴを生かした効率的な広域施工計画を提案
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ＩＣＴ活用における課題と対応事例

○自治体発注工事（モデル事業として実施した１９工事）において、ＩＣＴ活用を実施した事例をもとに、発
生しうる課題と対応事例を整理

ICT活用場面 ・課題に対応した
モデル事業

※「事例○－②」等

課題
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敷均し時

間, 23.96, 
40%

待ち時間, 
13.33, 
22%

締固め時

間, 22.71, 
38%

施工効率化の例

26

掘削・積込み 敷均し

MCバックホウの導入により、設計面に
従って自動制御で施工し、床付けを省略

➡１時間あたり、約２０分の掘削時間増

（こぼしの整理との時間割合から１４分が
掘削土量増加分）。
➡１時間当たりダンプ台数にして5台分増
➡運搬機械の増加が必要

（６ｔダンプを１台追加）

従来施工の実態調査

掘削時間, 
25.34, 
42%

こぼしの

整理, 
13.98, 
23%

床付け, 
9.98, 17%

待ち時間, 
10.7, 18%

稼働機械：バックホウ、クローラダンプ、MCブルドーザ：各１台

1時間あたりのバックホウ
作業時間内訳

1時間あたりのブルドーザ
作業時間内訳

平均：３３２ｍ３平均：３７１ｍ３

施工履歴システムより
施工数量を取得



国総研施工効率化の例
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平均：３３２ｍ３平均：３７１ｍ３

平均：４７９ｍ３平均：４８４ｍ３

平均で
３割増

ＭＣバックホウ
＋

６ｔダンプの追加

検討会

受注者

発注者

国総研

改善前

改善後



ＩＣＴの全面的活用を実現する工種拡大イメージ（道路工事）

対応済み工種

検討中の工種

○ 工事現場で施工されるすべての工種にＩＣＴ
を活用し、生産性向上を図る取組を推進

法面工

ICT舗装工

ICT土工

ＩＣＴ土工
（軟岩掘削）

地盤改良工

付帯構造物設置
側溝・縁石等

コンクリート2次製品

施工管理基準策定済み

施工管理基準策定済み

策定済み基準

H31(R1)新規導入基準類

舗装工（修繕工）

H31(R1)新規工種

H31(R1)新規工種

H31(R1)新規工種

H31(R1)新規工種

施工管理基準策定に取組む



○主たる工事区分の「道路改良」における工種別の内訳をみると、割合の大きな工種を中心に実施要領等を順
次整備。

○今年度は、法面工、地盤改良工、付帯構造物設置工へ適用を拡大。
○その他、ＢＩＭ/ＣＩＭの活用による設計照査、施工計画検討、関係機関協議等の効率化を推進。

道路改良工事の工種別内訳（直轄工事全体に占める割合）

適用済み

R１年度
より適用

29



ＩＣＴの全面的活用を実現する工種拡大イメージ（河川工事）

ICT浚渫工（河川）

ICT土工 ICT舗装工

○ 工事現場で施工されるすべての工種にＩＣＴ
を活用し、生産性向上を図る取組を推進

H30策定
施工履歴データを用いた出来形管理

護岸工、護岸ブロック等
コンクリート2次製品

H30策定
音響測深機器を用いた 出来形管理

施工管理基準策定済み

H31(R1)新規工種

対応済み工種

検討中の工種

策定済み基準

H31(R1)新規導入基準類



○主たる工事区分の「築堤・護岸工事」における工種別の内訳をみると道路改良工事と同様に割合の大きな工種
を中心に実施要領等を順次整備。

○今年度は、付帯構造物設置工、地盤改良工、 ＩＣＴ土工（河床掘削）へ適用を拡大。
○その他、ＢＩＭ/ＣＩＭの適用拡大により効率化を推進。

築堤・護岸工事の工種別内訳（直轄工事全体に占める割合）

適用済み

R１年度
より適用
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i-Constructionに関する工種拡大

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
令和２年度

（予定）

ICT土工

ICT舗装工（平成29年度：アスファルト舗装、平成30年度コンクリート舗装）

ICT浚渫工（港湾）

ICT浚渫工（河川）

ICT地盤改良工（浅層・中層混合処理）

ICT付帯構造物設置工

○主要工種から順次、ＩＣＴの活用のための基準類を拡充。

ICT基礎工・ブロック据付工

ICT法面工（吹付工）

ICT地盤改良工（深層）

ICT法面工（吹付法枠工）

ICT舗装工（修繕工）

民間等の要望も踏まえ
更なる工種拡大

（港湾）

32



国総研

４．ICT土工について

33



国総研ＩＣＴ土工の流れ

UAV写真測量
レーザスキャナ
を活用した
３D現況測量

発注図書（図面）から
３D設計データ
を作成する

３次元起工測量

３次元設計デー
タ作成

ICT建設機械に
よる施工

３次元出来形管
理等の施工管理

３次元データの
納品と検査

3Dマシンコントロール
3Dマシンガイダンス
を利用した施工

UAV写真測量
レーザスキャナ
を活用した
出来形管理計測

作成、利用した
３Dデータの納品

・要求精度の規定
・点密度の規定
・計測プロセスの規定
・精度確認手法の規定

・新たな出来形管理基準
・新たな出来形管理資料

ポイント

ポイント

・新たな納品形式
・書面確認事項
・実地検査の手法

ポイント

34



施工プロセス ＩＣＴ施工技術

①３次元起工測量 １）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
３）トータルステーションを用いた起工測量
４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量

②３次元設計デー
タ作成

③ＩＣＴ建設機械に
よる施工

１）３次元マシンコントロールまたは３次元マシンガイダンスブルドーザ
２）３次元マシンコントロールまたは３次元マシンガイダンスバックホウ

④３次元出来形管
理等の施工管理

出来形管理：（３次元起工測量に同じ。）
品質管理：ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理

⑤３次元データの
納品

○施工プロセスの全ての段階（下記①～⑤）においてICT施工技術を全面的に活
用する工事

ＩＣＴ活用工事（土工）とは

35



空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）
空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）

地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）
地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）

無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）
無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）

地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）

適用される要領類（土工）

ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）
ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）

ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）

ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案）
ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）

ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領（案）
ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理監督検査要領（案）

施工履歴データによる土工の出来高算出要領（案）

ステレオ写真測量（地上移動体）を用いた土工の出来高算出要領（案）

出来形管理

品質管理

出来高管理
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国総研施工範囲協議

■施工範囲全体を対象とする必要は無い。施工計画書の提出までにＩＣＴ施工を

希望する旨の協議する際に、ＩＣＴ活用施工範囲図により対象範囲を宣言

（UAV測量面積 約81,000m2）

（撮影範囲は、土工の実施工範囲だけでなく、前後区間や周囲
の用地境界等、やや広めの計画としている。）

（※）従前の施工で、法長管理をして
いなかったような箇所（法面の巻き込
み等）は、管理断面を境にそもそも面
管理の対象から外すことが考えられる。
（この場合従前管理もしない） 37



国総研ＩＣＴ土工の流れ（起工測量・出来形測量）

①公共測量（地形測量など）
②起工測量（工事前の地形状況把握）
③工事途中の出来高確認、数量算出
④出来形管理

• 工事前のデータと設計データ
施工する数量を確認する

• 工事前後のデータ
施工した数量（出来高）を知る

• 工事後のデータと設計データ
施工精度（出来形）を知る

■ICT施工における3次元測量

38



国総研ＩＣＴ土工の流れ（起工測量・出来形測量）

要求精度

起工測量出来形計測

工種別

UAV レーザースキャナー 評価に必要な点群密度
（メッシュの大きさ）

※計測時の密度設定
要求精度
精度確認

地上画素寸法
要求精度
精度確認

計測最大距離

出来形計測 ±5cm以内 1cm/画素以内 ±20mm以内
精度確認試験

の
測定距離以内

精度確認試験は、
当該現場での計測最
大距離において、１
０ｍ以上離れた２つ
の評価点の点間距離
の測定精度で評価す
る。

1点以上／1㎡（1m×1m）

※出来形計測時は1点以上/0.01㎡
（10cm×10cm）にて実施

起工測量 10cm以内 2cm/画素以内 10cm以内 1点以上／0.25㎡（50cm×50cm）

※計測密度は上記以上を確保する設定

岩線計測 10cm以内 2cm/画素以内 10cm以内 1点以上／0.25㎡（50cm×50cm）
※計測密度は上記以上を確保する設定

部分払出来高 20cm以内 3cm/画素以内 20cm以内 1点以上／0.25㎡（50cm×50cm）
※計測密度は上記以上を確保する設定

岩線形測 部分払出来高

出来高数量
6000m3

部の画素寸法は、「⑧ＵＡＶ出来形要領」 １－３－１起工測量（Ｐ２６）の『地上画素寸法は、別途定める「ＵＡＶを用いた公共測量マニュ
アル（案）」を参考に要求精度が0.1m であることを踏まえて適宜設定する。』を受け、「①UAV を用いた公共測量マニュアル（案）」 第５９条
撮影計画 運用基準 第７項（Ｐ４０）より引用しています。 39



国総研ＩＣＴ土工の流れ（起工測量・出来形測量）

空中写真測量の手順（概要）

 デジタルカメラ画像を利用して測量する技術（デジタル写真測量）を指し、UAVに
搭載したデジタルカメラで、空中から撮影する測量技術である。

①標定点を設置し
解析ソフトで校正した
デジカメでステレオ撮影

カメラ１データ カメラ２データ

②ステレオデータから
同一点を抽出

③標定点と抽出点の
位置関係から座標を求める
（点群データ）

④点群データから
3D現況データを作成

40



国総研ＩＣＴ土工の流れ（起工測量・出来形測量）

空中写真測量の計測プロセスの規定

 デジカメの条件
計測性能 ： 地上画素寸法が１㎝/画素以内
測定精度 ： ±５㎝以内（精度確認試験を実施すること）
必要に応じて製造メーカ等による機能維持のための点検を実施すること。

撮影高度：50ｍの場合
被写体倍率：1785.714

（焦点距離と高度の関係）

被写体横サイズ：64.285ｍ
被写体縦サイズ：42.857ｍ
被写体サイズをピクセルで割ると
１ピクセル横：8.734㎜
１ピクセル縦：8.724㎜ ・・・1cm満足

28
㎜

50
,0
00
㎜

(5
0ｍ

)

24㎜

42,
857
㎜

64,285㎜

36㎜

レンズ中心

焦点距離

撮影高度

被写体（地上）

 飛行計画（高度）
○デジカメの仕様を

センサーサイズ35ミリ
画素数3600万
ピクセル 7360×4912
焦点距離28ミリとした場合

このデジカメにおける
最大高度は50m程度
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国総研ＩＣＴ土工の流れ（起工測量・出来形測量）

計測プロセスの規定

 標定点の配置  検証点の配置

• 撮影されたデジタル画像から現
場座標と関連付けて点群デー
タに測地座標を与えるために
根拠となる既知点

• 撮影されたデジタル画像から求めた点群
データ座標の精度を確認するための点

• 天端上に200m間隔程度で設置

外部標定点
撮影区域外周に
１００ｍ以内の間隔で設置

内部標定点
天端上に２００ｍ間隔程度で設置

42



国総研ＩＣＴ土工の流れ（起工測量・出来形測量）

 ラップ率

点群データを求めるにはデジタル写真をステレオで撮影する必要がある。
ステレオ写真は
進行方向 ８０％以上 隣接コース ６０％以上 ラップすること

８０％以上

６０％以上
UAVの飛行速度と、
撮影間隔を決定

この関係から、
UAV速度、レーン間隔

シャッター間隔
を決定し、飛行計画に盛り込む

レーン間隔決定

計測プロセスの規定

43



国総研

・写真に写しこませた実測済み標定点の座標を与えて誤差配分する。
・測地座標を与えた点群データは「計測点群データ」として納品の対象

CSVﾌｧｲﾙ

計測点群データ
（納品対象）

Idn，xn，yn，zn，An
（Id番号，緯度，経度，標高，ｽﾃｰﾀｽ）

既知点座標入力

標定点（モデル化
に使用した座標）

ＩＣＴ土工の流れ（起工測量・出来形測量）

連続写真をsfmソフトに読み込み写真解析

44



国総研ＩＣＴ土工の流れ（起工測量・出来形測量）

点群データ取得からデータ処理の流れ（概要）

密度処理 出来高、出来形

様式－31-2

工　種 道路土工 測点　

種　別 路体盛土工 合否判定結果 合格

規格値 判定

出来形合否判定総括表

測定項目

天端
標高較

差

平均値 28.2mm ±50mm

343
1点／m2以上

（343点以上）

評価面積

0.3％未満

（1点以下）

最大値(差） 91mm 150mm

最小値(差） -70mm -150mm

データ数

343

棄却点数 0

最大値(差） 153mm 190mm

棄却点数 0
0.3％未満

（1点以下）

法面
標高較

差

平均値 40.2mm ±80mm

最小値(差） -76mm -190mm

データ数 325
1点／m2以上

（325点以上）

評価面積 325

測

点

天端

天端の
ばらつき

規格値の±80%
以内のデータ数

343

規格値の±50%
以内のデータ数

340

法面の
ばらつき

規格値の±80%
以内のデータ数

324

規格値の±50%
以内のデータ数

287

処理前計測点群 クリーニング済み計測点群 → TINに変換

設計と計測面の差異の算出

帳票化
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国総研ＩＣＴ土工の流れ（起工測量・出来形測量）

点密度の規定

 点群データの取得密度
・出来形計測データ ：0.01㎡当り１点以上 （10㎝×10㎝に１点）
・数量算出岩線データ ：0.25㎡当り１点以上 （50㎝×50㎝に１点）
・起工測量計測データ ：0.25㎡当り１点以上 （50㎝×50㎝に１点）
・出来形評価用データ ：１㎡当り１点以上

・ 画像データ ・ 点群処理データ
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国総研ＩＣＴ土工の流れ（起工測量・出来形測量）

数量算出・納品に供するﾃﾞｰﾀ形式

 面データ作成

・点群データを利用してTINを配して面データを作成する
TINの結線については、
実際の地形に見合うように修正する必要がある

・ 点群を結線したTINデータ

※資料提供：福井コンピュータ㈱
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国総研ＩＣＴ土工の流れ（3次元設計データ作成）

3DMC、3DMG用
3次元設計データ
（各社のフォーマット）

3次元出来形管理用
設計データ
（LandXML）

設計変更、数量算出

UAV，LSの出来形
管理データと比較
するための
設計データ

設計データと
現況データとを比較して
設計変更
数量算出
に活用

3次元ICT活用工事
を行うための
マシン搭載データ

3次元設計データ
建設系ソフトウェアベンダ
が提供する、
3次元設計データ作成
ソフトウェアで
データを作成して
それぞれの場面に
受け渡す事が可能

3次元データの利用用途
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国総研ＩＣＴ土工の流れ（3次元設計データ作成）

 発注図を元に３次元設計データを作成

平面線形
（平面図）

縦断線形
（縦断図）

横断形状
（横断図）

3次元設計データの作成概要

 中心線形・横断形状からな
るスケルトンデータ

 施工幅に併せて横断（2～5m
毎など）を補完してTINデー
タ化する
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国総研ＩＣＴ土工の流れ（3次元設計データ作成）

設計照査・現況地形との摺り合わせ

点群データに写真の色を
持たせた地形データ

設計データ

□設計・地形データ結合
3次元設計データ作成ソフトウェアで、3D形状データ（設計データ）とUAV測量データ（地形
データ）を重ね合わせ、3Dモデルとして完成させる。

□設計照査

現地盤との摺り合わせ位置等を確認し、用地越境のチェック他設計照査作業として活用す
る。
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国総研ＩＣＴ土工の流れ（ICT建設機械による施工）

３．ICT建設機械による施工 フローチャート

□ICT建機の初期設定

ICT建機を現地搬入後、建機への位置情報が必要となるため、現場内の基
準点を利用して建機刃先への座標及び標高を設定する。
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国総研ＩＣＴ土工の流れ（ICT建設機械による施工）

□ICT建機による施工
ICT建機のブルドーザやバックホウを現地搬入し、MG（マシンガ
イダンス）やMC（マシンコントロール）機能を用いて、現地施工を
行う。３D施工データによりガイダンスされるので丁張りは不要

【ＩＣＴ建機のバックホウの液晶画面】
画面左したに「↑0.683m」は仕上がり面に
対して0.683m上げる（盛土作業のため仕上
がり面が原位置より上になっている）。

仕上がり面

【ＩＣＴ建機のブルドーザの液晶画面】
画面左下に「↓0.182m」は仕上がり面に
対して0.182m下げる。
MC（マシンコントロール）の場合は、オ
ペレータは前後進のみの操作で、ブレード
は自動で上下する。

ICT建機による施工（ブルドーザとバックホウ）
6月7日撮影

３．ICT建設機械による施工 フローチャート
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国総研

UAVの写真測量等で得られる３次元点群データからなる面的な竣工形状で評価

３次元計測により計測された点群（多数の点）の標高データを使って、効率的な面的施工管理を
実施 ⇒従来施工と同等以上の出来形品質を確保できる面的な管理基準・規格値の設定。

既存の出来形管理基準では、代表管理断面において高さ、幅、長さを測定し評価

従来

＜例：道路土工（盛土工）＞
測定基準：測定・評価は施工延長40m毎
規格値 ：基準高(H)：±5cm

法長 (ℓ)：-10cm
幅 (w)：-10cm

従来と同等の出来形品質を確保できる面的な測定基準・規格値を設定

＜例：道路土工（盛土工）＞
測定基準：測定密度は1点/m2以上、評価は平均値と全測点
規格値 ：設計面との標高較差（設計面との離れ）

平場 平均値：±5cm 全測点：±15cm
法面 平均値：±8cm 全測点：±19cm

点群ﾃﾞｰﾀ

1m2に１点以上

H

平場

法面

法面

小段

※法面には小段含む

ICT活用工事

ＩＣＴ土工の流れ（出来形管理）
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国総研（参考）出来形管理基準の設定

従来

ICT活用工事

＜例：道路土工（盛土工）＞

測定基準：測定・評価は施工延長40m毎

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

＜例：道路土工（盛土工）＞

測定基準：測定・評価は1㎡毎
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国総研ＩＣＴ土工の流れ（出来形管理）

密度処理 出来高、出来形

様式－31-2

工　種 道路土工 測点　

種　別 路体盛土工 合否判定結果 合格

規格値 判定

出来形合否判定総括表

測定項目

天端
標高較

差

平均値 28.2mm ±50mm

343
1点／m2以上

（343点以上）

評価面積

0.3％未満

（1点以下）

最大値(差） 91mm 150mm

最小値(差） -70mm -150mm

データ数

343

棄却点数 0

最大値(差） 153mm 190mm

棄却点数 0
0.3％未満

（1点以下）

法面
標高較

差

平均値 40.2mm ±80mm

最小値(差） -76mm -190mm

データ数 325
1点／m2以上

（325点以上）

評価面積 325

測

点

天端

天端の
ばらつき

規格値の±80%
以内のデータ数

343

規格値の±50%
以内のデータ数

340

法面の
ばらつき

規格値の±80%
以内のデータ数

324

規格値の±50%
以内のデータ数

287

処理前計測点群 クリーニング済み計測点群 → TINに変換

設計と計測面の差異の算出

帳票化

点群データ取得からデータ処理の流れ（再掲）
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国総研ＩＣＴ土工の流れ（出来形管理）

出来形管理資料（出来形合否判定総括表）の自動生成

 出来形評価用データと３次元設計データとを比較し、規格値以内かどうか自動判定
• 標高差を着色したヒートマップとして表現。
• 全点数の内0.3％は棄却可
• 規格値±80％、±50％を表現し、バラツキの評価に利用
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国総研

出来形計測と同位置において、施工前あるいは事前の地形データがＬＳ等で計測されて
おり、契約条件として認められている場合は、UAVやＬＳによる出来形計測結果を用いて、
出来形数量の算出を行うことができます。

点高法による数量算出の条件と適用イメージ

・数量計算方法については、監督職員と協議を行います。
※算出方法は ① 点高法、② ＴＩＮ分割等を用いた求積、③ プリズモイダル法

受注者は、UAVやＬＳによる計測点群データを基に平均断面法または、３次元ＣＡＤ
ソフトウェア等を用いた方式により数量算出を行うことができます。

掘削土

盛土

ﾒｯｼｭを細かく設定することでより精度の
高い数量算出が可能（一辺は0.5m以下とす
る）

各ﾒｯｼｭの施工前・後の標高差

◆面的な数量算出 完成出来形数量
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国総研

監督・検査要領（土工編）
（案）等の導入により、
検査にかかる日数が
約１／５に短縮

ＩＣＴ機器を活用し、３次元モデルを用いた検査に対応するように要領・基準を改定。
⇒受発注者双方にとって、検査の大幅な省力化を図る。

検査日数が大幅に短縮
人力で計測

ＧＮＳＳローバーまたはＴＳで計測

10断面 ／ 2ｋｍ

２枚程度 ／ １現場

検査書類が大幅に削減

受注者
（設計と完成形の比較図表）

工事書類
(計測結果を手入力で作成)

任意の数箇所のみ ／ １現場

監督・検査要領（土工編）
（案）等の導入により、
検査書類が２／５０に削減

50枚 ／ 2ｋｍ

３次元モデルによる検査

（2kmの工事の場合 10日→２日へ）

ヒートマップを見て、
標高の高い部分、低い
部分を計測

ＩＣＴ土工の流れ（検査）
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国総研

⑨ＩＣＴ検査（臨場）

設計値との標高差
設計値に対して10mm高い

計測箇所 確認内容 検査頻度

検査職員が指定する平場上ある
いは天端上の任意の箇所

３次元設計データの設計面と実測
値との標高較差または水平較差

１工事につき任意
の数箇所

検査官が任意の検査箇所を決め、GNSSを
設置し、座標を取得する

設計データ（面データ）との高さの比較

表 出来形計測に係わる実地検査の検査頻度

施工者より提出された出来形帳票の確認

GNSSローバーでの実地検査イメージ

ＩＣＴ土工の流れ（検査）
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国総研

ＩＣＴ活用工事における納品データ形式が定められた。
データ名 概要 データのイメージ

3次元設計データ 道路中心線軽又は法線（平面線形、縦断線形）、出来形横断面
形状、工事基準点及び利用する座標系情報など設計図書に規定
されている工事目的物の形状とともに、それらをTINなどの面デー
タで出力したもの。（LandXML等のオリジナルデータ（TIN））

出来形管理資料 ３次元設計データと出来形評価用データ用いて、設計面と出来形
評価用データの各ポイントとの離れ等の出来形管理基準上の項
目計算結果（標高較差の平均値等）と出来形の良否の評価結果、
及び設計面と出来形用データの各ポイント離れを表した分布図を
整理した帳票、もしくは３次元モデルをいう。（出来形図表（ＰＤＦ）
または、ビュワー付き 3次元データ）

出来形評価用データ 計測点群データから不要な点を削除し、さらに出来形管理基準を
満たす点密度に調整したポイントデータ。（CSV、LandXML等のポ
イントファル）

出来形計測データ 計測点群データから不要な点を削除し、不等三角網の面の集合
として出来形地形としての面を構成したデータ。（LandXML等のオ
リジナルデータ（ＴＩＮ））

様式－31-2

工　種 道路土工 測点　

種　別 路体盛土工 合否判定結果 合格

規格値 判定

出来形合否判定総括表

測定項目

天端
標高較

差

平均値 28.2mm ±50mm

343
1点／m2以上

（343点以上）

評価面積

0.3％未満

（1点以下）

最大値(差） 91mm 150mm

最小値(差） -70mm -150mm

データ数

343

棄却点数 0

最大値(差） 153mm 190mm

棄却点数 0
0.3％未満

（1点以下）

法面
標高較

差

平均値 40.2mm ±80mm

最小値(差） -76mm -190mm

データ数 325
1点／m2以上

（325点以上）

評価面積 325

測

点

天端

ＩＣＴ土工の流れ（３次元データの納品）
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国総研

５．ICT舗装工について
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国総研ICT舗装工の導入（H29.4～）

測量
設計・

施工計画
施工i-Construction

丁張り設置
検測と施工を繰
り返して整形

丁張りに
合わせ施工

③ICTグレーダ等による
施工

④検査の省力化②ICT土工の３次元測量
ﾃﾞｰﾀによる設計・施工計画

ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ等により、短
時間で面的（高密度）な３
次元測量を実施

3次元設計データと事前測量

結果の差分から、施工量を自
動算出。

３次元設計データ等により、
ICT建設機械を自動制御

ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ等のﾃﾞｰﾀによる
検査等で書類が半減

測量
設計・
施工計画

検査従来方法 施工

① ②

③ ④
これまでの情報化施工
の部分的試行

・作業効率向上

・丁張削減により作
業員数減少

３次元
データ作成

２次元
データ作成

人手による測量 ｺｱ抜きによる検査

①ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ等で
事前測量

検査

平面図、縦断図等

紙図面から
施工量算出

発注者

OK

自動算出

○ 更なる生産性向上を目指して、舗装工にICTを全面的に導入する「ICT舗装」を平成29年度
より取組開始

○ 必要となる技術基準や積算基準を平成28年度に整備、平成29年4月以降の工事に適用
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国総研ＩＣＴ舗装工の流れ（H29.4～ ）

地上型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ
ｰ等を用いて、現況
地盤を面的に計測

発注図書（図面）
から３D設計デー
タを作成する

３次元起工
測量

３次元設計
ﾃﾞｰﾀ作成

ICT建設機械
による施工

３次元出来形
管理等の施

工管理

3Dﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ

を利用した路
盤の敷均し

作成、利用
した３Dデ
ータの納品

地上型ﾚｰｻﾞｰｽ
ｷｬﾅｰ等を用い
た出来形計測と
出来形管理

（※）通常手法による路盤の締固め

下層
路盤

上層
路盤

ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ
基層

ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ
表層

３次元ﾃﾞｰﾀの
納品と検査

通常手法（ｱ
ｽﾌｧﾙﾄ舗装）

よる施工

ICT建設機械
（路盤工）に
よる施工

○ ICT土工同様、起工測量・各層の出来形管理を3次元計測すること、ICT建設機械で施工
○ ICT建設機械のﾀｰｹﾞｯﾄは路盤の敷均し作業のみで、路盤の締固めや舗装は対象外
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○施工プロセスの全ての段階（下記①～⑤）においてICT施工技術を全面的に活
用する工事

ＩＣＴ活用工事（舗装工）とは

施工プロセス ＩＣＴ施工技術

①３次元起工測量 １）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
２）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
５）その他の３次元計測技術を用いた起工測量

②３次元設計データ
作成

③ＩＣＴ建設機械によ
る施工

１）３次元マシンコントロールモーターグレーダ
２）３次元マシンコントロールブルドーザ

④３次元出来形管理
等の施工管理

出来形管理：（３次元起工測量に同じ。）

なお、表層については、面管理を実施するものとし、表層以外につ
いては、従来手法での管理を実施してもよい。

⑤３次元データの納
品
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地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）
地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案）

地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）
地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案）

ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）
ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）

適用される要領類（舗装工）

ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）
ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）

出来形管理

品質管理

出来高管理
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国総研ＩＣＴ舗装工の流れ（起工測量）

○ ICT土工同様、ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰ等で面的に現況を計測、所定の点密度にﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ（間引き）
○ 計測結果は設計照査（現況に応じた舗装構成見直しや直上の層の数量変更）に活用

現況の面計測（ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ等） フィルタリング

（路床）直上の層の数量変更

上層路盤
基層
表層

下層路盤

路床

積算上の「平均厚
さ」＝設計厚さ

• 積算上の「平均厚さ」＝体積/面積

面計測
結果
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国総研ＩＣＴ舗装工の流れ（3次元設計データ作成）

○ 発注図面の与条件から、現況地盤の高さに応じて必要に応じて舗装構成を見直し、層
毎に3次元設計ﾃﾞｰﾀを作成

現況地盤（路床）

発注図から層毎の3次元設計ﾃﾞｰﾀ作成 層毎のTINﾃﾞｰﾀに変換

67



国総研ＩＣＴ舗装工の流れ（3次元出来形管理概要）

○ 各層の出来形管理において、表層の管理（すなわち、表層の表面と基層の表面の計
測）を除いては、ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰ以外での管理も許容される。

○ 厚さは施工前後の表面の計測によりその標高差から算出されるが、厚さの代わりに設
計面（＝目標高さ）との標高較差により管理することも認められる。

①基本的な考え方

• 全て地上型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰで計測
• 厚さは施工前後の実測の標高

差で算出

ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰによる計測

• 地上型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰは表層及び基層
の計測にのみ利用

• 厚さに代え設計面との標高較差で管理

②厚さを標高較差で管理

上層路盤
基層
表層

下層路盤
路床

厚さ（標高差）

上層路盤
基層
表層

下層路盤

路床

TSによる計測

設計面との標高較差
厚さ
も可
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国総研（解説）目標高さ管理とは

○目標高さとは、3次元設計ﾃﾞｰﾀに対して直下層の施工結果を反映し、各層の施工の都
度、設計厚さの範囲内で設計面の標高を修正して定める高さ

○直下層の目標高さ（①）との標高較差の平均値（②）を設計ﾃﾞｰﾀに加減した結果が、当
該層の「目標高さ」

目標高さについて

下層路盤

上層路盤

基層
表層層路盤

計基準高

１：基準高の計測結
果から設計との較差
の平均②を算出

【上層路盤の管理を例に】

２：下層路盤の「設計」
基準高①に上層路盤
の設計厚さを加えたも
のが上層路盤の「当
初」の設計高さ

３：上層路盤の「当初」
の設計高さに②を加え
たものが上層路盤の
「目標高さ」

各層の当初の設計高さ 目標高さ
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国総研ＩＣＴ舗装工の流れ（3次元出来形管理）

計測精度の規定

【鉛直方向】
・路床表面 ±20mm以内
・下層～上層路盤表面 ±10mm以内
・基層～表層表面 ±4mm以内

【平面方向】
±20mm以内

※1m2内で100点以上を平均
TLS

1m2

1m2

評価範囲の中央点
をレベル等で計測真値

右の方法で、以下の精度を確認

○ 各層毎にﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰ等で面的に現況を計測、起工測量同様にﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ等の処理
○ 出来形管理の計測精度については、対象層毎に20mm～4mmと設定される。
〇 発注者に提出する精度確認手法は、１㎡の中の計測値の標高の平均で評価
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国総研ＩＣＴ舗装工の流れ（3次元出来形管理）

○ 地上型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰの計測結果をグリッド処理して評価密度（1点／㎡）とする。
○ 厚さの評価を採用する場合は下層のグリッド標高との比較、

目標高さとの標高較差での評価を採用する場合は設計ﾃﾞｰﾀのグリッド標高と比較する。

基層

表層

厚さ

ｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ化の手法
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国総研ＩＣＴ舗装工の流れ（3次元出来形管理）

○ 評価密度が格段に増えたのを受けて「個々の測定値」の規格値を見直し
○ 管理項目として「幅」については、厚さの評価密度が増えたことにより省略（例外あり）

工種

計測
箇所

個々の
測定値

全点平均 計測密度
および測
定間隔

計測
手法

備考
単位

[mm]
中規
模

小規
模

中規
模

小規模
以下

表層

厚さある
いは標
高較差

-17 -20 -2 -31点/m2
以上

TLS

・標高較差は、直下層の目標高さ＋直
下層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとのの差
・個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている

平坦性 2.4以下 1.5m毎 3mプロフィルメーター等

基層
厚さある
いは標
高較差

-20 -25 -3 -41点/m2
以上

TLS

・標高較差は、直下層の目標高さ＋直
下層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差
・個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている

上層
路盤

厚さある
いは標
高較差

-54 -63 -8 -101点/m2
以上

TLS

・標高較差は、直下層の目標高さ＋直
下層の標高較差平均値＋設計厚さか
ら求まる高さとの差
・個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている

下層
路盤

厚さある
いは標
高較差

±90

-15
以上

40
以下

-15
以上

50
以下

1点/m2
以上

TLS
・個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

（※）個々の測定値に対する規格値は、99.7％が規格値に入ればよいものとする。 72



国総研ＩＣＴ舗装工の流れ（3次元出来形管理）

○ 出来形管理帳票については、ICT土工同様に、管理項目の処理結果とヒートマップ
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国総研

 確認する書類、実地検査の内容もICT土工と同様

実地検査の確認内容の概要

ΔH

NO.2＋15.312

 検査職員は、現地では出来形管理用TSや
GNSSローバーの誘導機能を使用して、自らが指
定した箇所の出来形計測を行い、3次元設計ﾃﾞｰ
ﾀの設計面と実測値との標高差が規格値内であ
るかを検査する。

6-2 出来形計測に係わる実地検査
検査職員は、施工管理データが搭載された出来形管理用ＴＳ

等を用いて、現地で自らが指定した箇所の出来形計測を行い、
３次元設計データの目標高さと実測値との標高差あるいは、設
計厚さと実測厚さとの差が規格値内であるかを検査する。（中
略） 検査頻度は表－２検査頻度のとおりとする。（中略）

※基準高は、設計図書に表層の基準高が規定されている場合に実施
※厚さは、同一平面における直下層の高さとの差
※標高較差は、３次元設計データの設計面と実測値との標高差

工種 計測箇所 確認項目 検査密度

舗装工 検査職員の指定
する任意の箇所

基準高、厚さ
または標高較差

1工事
1断面

書面検査の確認内容の概要

 監督職員の確認・把握内容を確認
• 施工計画書、3次元化の実施、3次元設計ﾃﾞｰ

ﾀﾁｪｯｸｼｰﾄ、精度確認結果報告書
 出来形管理図表について、出来形管理基準に定め

られた測定項目、測定頻度並びに規格値を満足し
ているか否かを確認

 分布図の凡例に従いﾊﾞﾗﾂｷ判定（成績評定）

ＩＣＴ舗装工の流れ（3次元出来形管理－監督・検査要領）
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国総研

６．ICT浚渫工（河川）について
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国総研ＩＣＴ浚渫工（河川）の導入（H30.4～）



○施工プロセスの全ての段階（下記①～⑤）においてICT施工技術を全面的に活用する工事

ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）とは

77

施工プロセス ＩＣＴ施工技術

①３次元起工
測量

１）音響測深機器を用いた起工測量
２）その他の３次元計測技術を用いた起工測量（※）
（※）従来の断面管理においてＴＳを用いて測定し、計測点同士を

ＴＩＮで結合する方法で断面間を３次元的に補完することを含む。

②３次元設計
データ作成

③ＩＣＴ建設機
械による施工

１）３次元マシンコントロールまたは３次元マシンガイダンスバックホウ

④３次元出来
形管理等の施
工管理

１）音響測深機器を用いた出来形管理
２）施工履歴データを用いた出来形管理
３）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理

⑤３次元データ
の納品



音響測深機器を用いた出来形管理要領（河川浚渫工事編）（案）
音響測深機器を用いた出来形管理の監督・検査要領（河川浚渫工事編）（案）

施工履歴データを用いた出来形管理要領（河川浚渫工事編）（案）
施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（河川浚渫工事編）（案）

適用される要領類（河川浚渫）

78

出来形管理

品質管理

出来高管理

適用工種

【編】 【章】 【節】 【工種】
共通編 一般施工 浚渫工 共通 浚渫船運転工（バックホウ浚渫船）※
河川編 浚渫（川） 浚渫工（バックホウ浚渫船） 浚渫船運転工

※グラブ浚渫船は対象外とする
（土木工事施工管理基準の工種区分より）



国総研ＩＣＴ河川浚渫の施工と3次元出来形管理



国総研
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７．ＩＣＴ活用工事のカイゼン
【H31(R1)年度基準類の改定】



２．工種の拡大
2-1：ICT土工（河床等掘削・軟岩・床掘）
2-2：ICT付帯構造物設置工（縁石・側溝工）
2-3：ICT付帯構造物設置工（護岸工）
2-4：ICT法面工（吹付工）
2-5：ICT地盤改良工（安定処理・中層安定処理）

Ｈ３１年度に向け取組んだ「ＩＣＴの全面的活用」のカイゼン
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３．技術基準類のカイゼン
3-1:ICT舗装工の計測効率の改善

（地上型レーザースキャナー直下欠測の許容）
（計測点群データを利用した平坦性の算出）

3-2:ICT土工･舗装工の計測技術の拡張
（モービルマッピングシステムの活用の規定明確化）

１．実施方針の制定・改定（概要）



実施方針

別紙ー１～別紙ー２３
別添 と

別紙 01～別紙 26

平成31年4月1日付 通知



１．実施方針の制定・改定

83

別紙 文書名 概要

4 ICT活用工事(土工）実施要
領

改 ・地盤改良工、付帯構造物設置工、法面工及び作業土工（床掘）の実施方法の
追加
・施工履歴データを用いた出来形管理（河床掘削）の追加

14 ICT活用工事(河床等掘削）
積算要領

新 ・河床掘削にICT施工を適用する際の積算方法を規定

15 ICT活用工事(作業土工（床
掘））実施要領

新 ・作業土工でICT施工をする際の規定。ICT土工の関連工種として実施すること
などが規定されている。
・出来形管理は該当なし
・作業土工にICT施工を適用する際の積算方法を規定

16 ICT活用工事(作業土工（床
掘））積算要領

17 ICT活用工事(付帯構造物設
置工）実施要領

新 ・付帯構造物設置工で３次元設計データと３次元計測技術を用いて出来形管理
する際の規定。ICT土工の関連工種として実施することなどが規定されている。
・ICT施工は該当なし

・付帯構造物設置工の３次元データによる出来形管理を実施する際の積算方法
を規定

18 ICT活用工事(付帯構造物設
置工）積算要領

19 ICT活用工事(法面工（吹付
工））実施要領

新 ・法面工（吹付工）で３次元設計データと３次元計測技術を用いて出来形管理す
る際の規定。ICT土工の関連工種として実施することなどが規定されている。
・ICT施工は該当なし

・法面工（吹付工）の３次元データによる出来形管理を実施する際の積算方法を
規定

20 ICT活用工事(法面工（吹付
工））積算要領

21 ICT活用工事(地盤改良工）
実施要領

新 ・地盤改良工に用いる3DMG／3DMCﾊﾞｯｸﾎｳの施工履歴による出来形管理を
受注者が行う場合の発注方式や適用範囲を規定
・地盤改良工に、ICT施工および３次元データによる出来形管理を実施する際の
積算方法を規定

22 ICT活用工事(地盤改良工
（安定処理））積算要領

23 ICT活用工事(地盤改良工
（中層混合処理））積算要領



国総研２－１ ICT土工（河床等掘削） （別紙4・14）

施工履歴データ
による検査

検査

ICT建設機械による施工
3DMG設計

データの作成

③ICT建機による施工・出来高、
出来形計測の効率化

④ICTの活用による検査の
効率化

②ICT活用による
設計・施工計画

I施工履歴データによる
出来高、出来形管理

施工履歴データから帳票自動作成
により書類作成を効率化
実測作業省略による検査効率化

① ICT土工と同様の起
工測量、TSや船舶を用
いた断面での起工測量
も活用

発注者

設計・
施工計画

施工

帳票作成・書面検査

OK

発注者

測量

土工と同様の起工測量

設計図

設計図から、施工数量
を算出

帳票
自動
作成

帳票作成、書類による検査、
巻き尺等による実測作業

OK

管理項目

○ ＩＣＴ活用

従来施工

測量

河床掘削工事等の水中・水域部分等、出来形の要求精度を踏まえ活用。

起工測量
による３
次元測量
データ（現
況地形）
を活用し
設計

施工と検測を繰り返して整形

○ ICT土工（河床掘削）「出来形管理基準」
標高較差

• 規格値（平均値） 平場 ±50mm
法面 ±70mm

• 規格値（個々計測値） ±300mm
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国総研

○ ICT土工(軟岩）「出来形管理基準値」
法面 （軟岩Ⅰ） 水平又は標高較差

• 規格値（平均値） ±70mm
• 規格値（個々計測値） ±330mm

軟岩法面凹凸状況

○ 軟岩等の掘削現場（従来の断面管
理実施）で面的な出来形の実態を把握
し管理基準値を設定。

2-1 ICT土工（軟岩） （別紙4）
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○ ICT土工に軟岩に対応した「出来形管理基準」を整備。
・平滑な整形が困難な軟岩が存在する掘削法面において適応する管理基準値を規定。

・切土工事において法面に転石や岩がある場合、平滑な仕上げが困難である。
・土質を考慮した管理基準に対する要望が多かった。（ICT施工アンケート調査より）



国総研２－１ ICT土工（床掘） （別紙4）

・床掘は作業土工であり出来形管理は不要。
・３Ｄ設計データとＩＣＴ建機の適用で生産性向上が期待される。

①ICT土工の測量

短時間で施工箇所の
３次元測量を実施

○ ＩＣＴ活用

②土工と合わせた設
計・施工計画

床掘設計データ

土工（目的物）と作業土工に
ついても３Ｄ設計を作成

ICTを用いた
作業土工

床掘を含めた3Ｄ設計

設計・
施工計画

起工測量

測量

ＩＣＴ土工（床掘）ＩＣＴ土工

従来施工

施工

土工と合わせて3D設計データを作成し、床掘施工に活用。
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国総研2-2 ICT付帯構造物設置工（縁石・側溝工） （別紙17・18）

ＩＣＴ施工技術
の具体的内容

①で計測した測量データ等と、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次元出来形管理
を行うための３次元設計データを作成する。3 次元設計データ作成はＩＣＴ土工と合わせて
行うが、ＩＣＴ付帯構造物設置工の施工管理においては、3 次元設計データとして、３次元
座標を用いた線形データも活用できる。ＴＩＮ形式でのデータ作成は必須としない。

①３次元起工測量

②３次元設計データ作成

③該当無し
(ICT建設機械による施工)

④３次元出来形管理等の
施工管理

⑤３次元データの納品

■記載箇所：別紙ー１７ ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）実施要領

ＩＣＴ土工と同じ。

付帯構造物設置工においては、該当なし

付帯構造物設置工の施工管理において、下記に示す方法により、出来形管理を実施する。
（１）出来形管理
下記１）２）の技術から選択（複数以上可）して、出来形管理を行うものとする。

１）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理
２）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
３）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理

なお、監督職員との協議の上で他の計測技術による出来形管理を行っても良い。
（２）出来形管理基準および規格値

出来形管理基準および規格値については、現行の基準および規格値を用いる。
（３）出来形管理帳票

現行の出来形管理帳票、出来高整理資料を作成する。また、出来形の3 次元計測結果が計測（管理）す
べき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3 次元設計データあるいは平面図を提出すること
とする。

３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。ＩＣＴ土工と同じ。

ＩＣＴ付帯構造物設置工はＩＣＴ土工等の関連施工工種として実施することとする。

ＩＣＴ土工等における関連施工種とするため、ＩＣＴ付帯構造物設置工単独での発注は行
わない。

■ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）積算要領：３次元設計データの作成を必要とする
場合に計上するものとし、必要額を適正に積み上げるものとする。



国総研2-2 ICT付帯構造物設置工（縁石・側溝工） （別紙17・18）

ＩＣＴ活用工事
の対象工種

■記載箇所：別紙ー１７ ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）実施要領

ＩＣＴ活用工事の対象工事（発注工種）は工事種別(２１種別）のうち、「一般土木工
事」、「アスファルト舗装工事」、「セメント・コンクリート舗装工事」、「法面処理
工事」、及び「維持修繕工事」原則とし、下記に該当する工事とする。

・側溝工（プレキャストＵ型側溝）（Ｌ型側溝）（自由勾配側溝）
・管渠工
・暗渠工
・縁石工（縁石・アスカーブ）

側溝工（Ｕ型側溝） 縁石工（縁石） 管渠工
出典：土木施工の実際と解説（改訂６版）より



国総研2-2 ICT付帯構造物設置工（縁石・側溝工） （別紙17・18）

計測概要

計測

３次元設計データ

出来形評価

ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理は、トータルステーションなどの光波方式の
計測機器を用いて、計測した座標値により従来の出来形管理項目を算出すること
で出来形管理を行うものである。関連する要領は、下記のとおりである。
・ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）
・ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案）

出来形管理帳票

基本設計データ

出来形管理用ＴＳを用いた計測

道路中心線

出来形横断面形状

H＝4.028
0.003



国総研2-2 ICT付帯構造物設置工（縁石・側溝工） （別紙17・18）
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管理測点

管理対象

設計値との差異

プリズムの位置

側溝工の例（例）

計測概要
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2-3 ICT付帯構造物設置工（護岸工）（別紙17,18）

ＩＣＴ施工技術の
具体的内容

①で計測した測量データ等と、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次元出来形管理を行う
ための３次元設計データを作成する。3 次元設計データ作成はＩＣＴ土工と合わせて行うが、ＩＣＴ付
帯構造物設置工の施工管理においては、3 次元設計データとして、３次元座標を用いた線形デー
タも活用できる。ＴＩＮ形式でのデータ作成は必須としない。

①３次元起工測量

② ３次元設計データ作成

③ 該当無し
(ICT建設機械による施工)

④ ３次元出来形管理等の
施工管理

⑤ ３次元データの納品

■記載箇所：別紙ー１７ ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）実施要領

ＩＣＴ土工と同じ。

付帯構造物設置工においては、該当なし

付帯構造物設置工の施工管理において、下記に示す方法により、出来形管理を実施する。
（１）出来形管理
下記１）２）の技術から選択（複数以上可）して、出来形管理を行うものとする。

１）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理
２）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
３）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理

なお、監督職員との協議の上で他の計測技術による出来形管理を行っても良い。

（２） 出来形管理基準および規格値
出来形管理基準および規格値については、現行の基準および規格値を用いる。

（３） 出来形管理帳票
現行の出来形管理帳票、出来高整理資料を作成する。また、出来形の3 次元計測結果が計測（管理）す

べき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3 次元設計データあるいは平面図を提出すること
とする。

３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。ＩＣＴ土工と同じ。

ＩＣＴ付帯構造物設置工はＩＣＴ土工の関連施工工種として実施することとする。

■ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）積算要領：３次元設計データの作成を必要とする場合に計
上するものとし、必要額を適正に積み上げるものとする。

ＩＣＴ活用工事の
実施方法

ＩＣＴ土工における関連施工種とするため、ＩＣＴ付帯構造物設置工単独での発注は行わない。
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ＩＣＴ活用工事の
対象工種

■記載箇所：別紙ー１７ ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）実施要領

92

ＩＣＴ活用工事の対象工事（発注工種）は工事種別(２１種別）のうち、「一般土木工事」、「アスファ
ルト舗装工事」、「セメント・コンクリート舗装工事」、「法面処理工事」、及び「維持修繕工事」原則
とし、下記に該当する工事とする。

・コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）
（コンクリートブロック張）
（連節ブロック張）
（天端保護ブロック）
・緑化ブロック工
・石積（張）工
・基礎工（護岸）（現場打基礎）
・基礎工（護岸）（プレキャスト基礎）
・海岸コンクリートブロック工
・コンクリート被覆工
・護岸付属物工

コンクリートブロック工
（コンクリートブロック張）

コンクリートブロック工
（コンクリートブロック積）

基礎工（護岸）

（プレキャスト）

護岸付属物工（横帯工）

2-3 ICT付帯構造物設置工（護岸工）（別紙17,18）
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10cm
10cm

管理断面

管理断面から
±10ｃｍ範囲

計測概要

計測

３次元設計データ

堤防法線

出来形横断面形状

出来形評価

ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理は、トータルステーションなどの光波方式の計測機
器を用いて、計測した座標値により従来の出来形管理項目を算出することで出来形管理
を行うものである。関連する要領は、下記のとおりである。
・ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（護岸工編）（案）
・ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（護岸工編）（案）

出来形管理帳票

基本設計データ

出来形管理用ＴＳを用いた計測
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2-3 ICT付帯構造物設置工（護岸工）（別紙17,18）
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管理測点

管理対象

設計値との差異

プリズムの位置

護岸基礎工（例）

2-3 ICT付帯構造物設置工（護岸工）（別紙17,18）
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 ＩＣＴ法面工（吹付工）の実施方法
ＩＣＴ法面工（吹付工）はＩＣＴ土工の関連施工工種として実施することとする。
ＩＣＴ土工の関連施工工種とするため、ＩＣＴ法面工（吹付工）単独では実施できない。

 ＩＣＴ法面工（吹付工）対象工種
ＩＣＴ活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種

植生工： （種子吹付工）
（張芝）
（筋芝）
（市松芝）
（植生シート）
（植生マット）
（植生筋）
（人工張芝）
（植生穴）

植生工： （植生基材吹付）
（客土吹付）

吹付工： （コンクリート吹付）
（モルタル吹付）

編 章 節 工種
対象とする出来

形測定項目
対象外の出来
形測定項目

共通編 一般施工 法面工

植生工
吹付工

（コンクリート）
（モルタル）

法長
延長

厚さ

３次元計測技術を用いた出来形計
測の監督・検査要領（案）

P.2 1）適用工種の確認

別紙－１９ ＩＣＴ活用工事
（法面工（吹付工））実施要領

P.4 ２．ＩＣＴ活用工事の実施方法
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2-4 ICT法面工（吹付工）（別紙19,20）



国総研

 ＩＣＴ法面工（吹付工）の計測技術
３次元計測技術のうち、ＩＣＴ法面工（吹付工）では以下の計測技術を対象とする。

・ＴＳ
・ノンプリズム方式ＴＳ
・ＲＴＫ－ＧＮＳＳ
・地上型スキャナー
・地上移動体搭載型レーザースキャナー

TS・ノンプリズム方式TS

地上型レーザースキャナ 地上移動体搭載型レーザースキャナ

空中写真測量 /
無人航空機搭載型レーザースキャナ

施工履歴データ

音響測深器

RTK-GNSS

３次元計測技術を用い
た出来形計測要領(案）

P.2 2) 計測技術
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2-4 ICT法面工（吹付工）（別紙19,20）
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 ＩＣＴ法面工（吹付工）の計測方法
「土木工事施工管理基準及び規格値（案）」において、法長、延長の出来形を対象に、所
定の性能を有する３次元計測技術を用いて計測した３次元座標データから以下の方法によ
り出来形の計測値を算出する。なお、３次元座標データをもとに算出した数値では管理に
支障をきたす場合には、監督職員と協議の上、従来のレベル・巻尺等による実測を行う。

①出来形の計測値を算出に用いる３次元座標データの取得方法
a)単点計測技術を用いる場合
管理対象として計測する断面あるいは側線上において、計測項目の端部等の３次元座標を計測し、座標値を取得する。

b)多点計測技術を用いる場合
多点計測技術で取得した計測点群から、計測する断面あるいは測線の±10cmの範囲内にある取得点群より任意に
３次元座標を選択し、座標値を取得する。
※多点計測技術を用いて出来形計測を行う場合は、出来形管理の管理項目となる幅や長さ、延長を構成する端部に
おいて、0.0025𝑚𝑚2(0.05m×0.05mのメッシュ)あたりに１点以上の計測結果が得られる設定を行うこと。

②法長の算出方法
計測すべき断面上の法長を構成する端部の２箇所の３次元座標間の斜距離を用いる。法長を分割して計測する場合は、
分割位置を含む３次元座標を結んだ斜距離の累積長さを法長とする。

③延長の算出方法
計測すべき測線上の延長を構成する端部の２箇所の３次元座標間の斜距離を用いる。延長を分割して計測する場合は、
分割位置を含む３次元座標を結んだ斜距離の累積長さを延長とする。

多点計測技術を用いる場合

NO2

NO1

多点計測技術による計測点群データ

L1

NO2

NO1

点a

点ｂ

点ｃ

点ｄ

L1

点群から出来形管理項目
の端部座標を選点

断面から±0.1m以内

断面から±0.1m
以内の変化点を

選択できる

単点計測技術を用いる場合

NO2

NO1

出来形計測

点a（Xa,Ya,Za）

点ｂ（Xb,Yb,Zc）

点ｃ

点ｄ

L1
L1＝線ab

＝ （Xa-Xb）2
＋（Ya-Yb）2

＋（Za-Zb）2

幅・法長・延長の計算

特に専用のソフトウェアは指定しない。
計算はどのソフトを利用しても良い

※TS出来形を利用しても良い

法長の例

３次元計測（単点計測技術）

３次元計測技術を用いた出来形計測要領(案）
P.3 4) 計測方法
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2-4 ICT法面工（吹付工）（別紙19,20）
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■出来形管理基準及び規格値
本要領に基づく出来形管理基準及び規格値は、「土木工事施工管理基準及び規格値
(案)」に定められたものとする。

■品質管理及び写真管理基準(案)
本要領に基づく出来形管理基準及び規格値は、「土木工事施工管理基準及び規格値
(案)」に定められたものとする。
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2-4 ICT法面工（吹付工）（別紙19,20）

本要領による出来形計測では、従来の出来形管理の
計測方法をテープや巻尺から３次元座標に変更した
ものである。よって、出来形管理基準および規格値
は従来どおり「土木工事施工管理基準及び規格値
(案)」で定められたものとする。また、「土木工事
施工管理基準及び規格値(案)」で計測方法が定めら
れている項目（コア抜きによる厚さ計測等）は本要
領の対象外とする。

本要領に関する工事写真の撮影は以下の要領で行う。
1）写真管理項目（撮影項目、撮影頻度［時期］、提出頻度）
出来形の写真管理項目は、「写真管理基準(案)」による。
2）撮影方法
撮影にあたっては、次の項目を記載した小黒板を文字が判読できるよう
被写体とともに写しこむものとする。
①工事名
②工種等
③出来形計測範囲（始点側測点～終点側測点）
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■ＩＣＴ地盤改良工の対象工法
・適用工種は表層安定処理と路床安定処理（表層安定処理等とよぶ）および中層混合処理
・適用工法は、上記工種のバックホウをベースマシンとするもので、施工履歴データを記録で

きるもの。
・ただし、要領（案）で求める機能をＩＣＴ地盤改良機械が有しており、かつ要領（案）に

記載の精度確認試験で所要の精度を満足する場合は、要領（案）を適用可能

施工履歴データを用いた出来形管理要領 (表層安定
処理等・中層地盤改良工事編）（案）P.2～p.3

適用対象工種・工法 概要図 施工方法 改良材 改良深度 

（施工履歴データで改良 

範囲を記録できるもの） 

 

改良材を必要量均等に散

布し、攪拌装置を用いて所

定の改良深度まで掘り起こ

し、改良材と原地盤の撹拌

混合を行う。 

粉体 
最大 

2m 程度 

 

 

トレンチャ式混合 

（施工履歴データで改良

範囲を記録できるもの） 
 

改良材を吐出しながらトレ

ンチャ式撹拌装置を鉛直方

向に回転させ、撹拌装置を

所定の深度まで貫入させ

る。その状態で攪拌装置を

平面方向に動かし全面を

改良する。 

粉体 

スラリー 

最大 

13m 程度 

 

ロータリー式混合 

（施工履歴データで改良

範囲を記録できるもの） 

 

改良材を吐出しながら撹拌

翼を縦方向または横方向

に回転させ、撹拌装置を所

定の深度まで貫入させた

後引き抜く。この動作を繰

り返して全面を改良する。 

スラリー 
最大 

13m 程度 

 

適用工種区分適用対象工法

2-5 ICT地盤改良工（安定処理・中層安定処理）（別紙21,22,23）

編 章 節 工 種

共通編
一般

施工

地盤

改良工

路床安定処理工

固結工

（中層混合処理）

河川編

築堤・
護岸

地盤

改良工

表層安定処理工

固結工

（中層混合処理）

樋門・
樋管

地盤

改良工

固結工

（中層混合処理）

河川

海岸編
堤防・
護岸

地盤

改良工

表層安定処理工

固結工

（中層混合処理）

砂防編
斜面

対策

地下

遮断工

固結工

（中層混合処理）

道路編

道路

改良

地盤

改良工

路床安定処理工

固結工

（中層混合処理）

舗 装
地盤

改良工
路床安定処理工
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■ＩＣＴ地盤改良機械を用いた出来形管理方法
・全体改良範囲図を用いて、（実測は不要）
・基準高についてはこれまでどおり、ＴＳ等幅w、延長Lを確認によって計測・管理を行う。
・施工厚さｔは全体改良範囲図で施工範囲全面が着色されていることをもって確認する。
■出来形管理基準及び規格値

表層安定処理等

中層混合処理

全体改良範囲図

・全体改良範囲図

・全体改良範囲図

工種 測定項目 規格値 測定基準 測定箇所

路床安定
処理工

基準高 ▽ ±50
延長40ｍ毎に１ヶ所の割で測定。
基準高は、道路中心線及び端部で測定。
厚さは中心線及び端部で測定。

延長40ｍ毎に１ヶ所の割で測定。
基準高は、道路中心線及び端部で測
定。
厚さは中心線及び端部で測定。

「施工履歴データを用いた出来形管理
要領（表層安定処理等・中層地盤改良
工事編）（案）」による管理の場合は、
全体改良範囲図を用いて、施工厚さt、
天端幅w、天端延長Lを確認（実測は不
要）。

施工厚さ t -50

幅 w -100

延長 L -200

工種 測定項目 規格値 測定基準 測定箇所

表層安定
処理工

（ICT施工の
場合）

基準高 ▽
特記仕様
書に明示

施工延長10ｍにつき、１測点当たり５点
以上測定。

法長 ℓ -500

天端幅 w -300

「施工履歴データを用いた出来形管理
要領（表層安定処理・中層地盤改良工
事編）（案）」に記載の全体改良平面
図を用いて天端幅w、天端延長Lを確認
（実測は不要）

天端延長 L -500

工種 測定項目 規格値 測定基準 測定箇所

固結工

（中層混合
処理）

基準高
▽

設計値
以上

1,000m3～4,000m3につき１ヶ所、又は施
工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）
につき１ヶ所。

1,000m3以下、又は施工延長40m（50m）以
下のものは１施工箇所につき２ヶ所。
施工厚さは施工時の改良深度確認を出来
形とする。

「施工履歴データを用いた出来形管理
要領（表層安定処理等・中層地盤改良
工事編）（案）」による管理の場合は、
全体改良範囲図を用いて、施工厚さt、
幅w、延長Lを確認（実測は不要）。

施工厚さ
t

設計値
以上

幅 w
設計値
以上

延長 L
設計値
以上

2-5 ICT地盤改良工（安定処理・中層安定処理）（別紙21,22,23）
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 出来形管理写真基準

工事写真の撮影管理項目は、「写真管理基準(案)」による
が、全体改良範囲図に加えて施工管理図または施工管理
データグラフを提出する場合は、出来形管理に関わる写真
管理を省略できる。

【省略できる出来形管理に関わる写真管理項目の例】
①施工前の区画割の現地へのマーキング状況の写真
②施工基面への撹拌装置の０セット時の写真
③残尺計測状況写真
④区画割ごとの出来形写真(改良位置,改良厚,改良幅,改良延長について)

※「写真管理基準(案)」が改定前のため平成31年度時点では
省略は行わない。（改定後省略可）

 出来形管理資料

・施工管理図 または 施工管理データグラフ

施工管理図
施工管理データグラフ

2-5 ICT地盤改良工（安定処理・中層安定処理）（別紙21,22,23）

中層混合処理 中層混合処理
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・改定の効果：最大で従来より２倍の効率でＴＬＳ出来形計測が可能となる。

：TLS直下点群欠測：TLS計測範囲

改定前のスキャン例 改定後のスキャン例

１. ＴＬＳ直下の点群抜けを許容する旨、出来形管理要領へ追記。
・地上型レーザースキャナー（ＴＬＳ）により舗装面等を計測する場合、機器直下部の半径数ｍ

において点群が取得できないため、盛り替え回数が増加し生産性向上の阻害要因となっていた。
・舗装工の施工手法から、機器直下部分のみ施工精度が悪化することはない。

実際のスキャンイメージ

○ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）

２.ＴＬＳ等により得られる点群データから計算によりσを算出する方法を選択できる旨、
出来形管理要領に追記。

・「出来形管理基準及び規格値（案）」における舗装表層の平坦性指標（σ）を計測するため
には、３mプロフィルメーターを曳いて路面上を歩行する必要があった。

点群データからの算出（改定後）プロフィルメータによる計測（改定前）

改定ポイント

改定ポイント
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改定効果：ＴＬＳ直下の欠測を補完するため、計測回数を増やして欠測部分を補完していたが、
欠測が許容される事により、ＴＬＳの最大距離で計測が可能となり、従来より最大二倍の効率
で、ＴＬＳ出来形計測が可能となる。

- 前年度計測イメージ -

欠測部を含む一定範囲を除外しても良いが、
設計面に対する除外範囲の割合が１０％を
超えないものとする。

除外割合の算出方法：

延長１５０ｍの場合
（２ｍ＋２ｍ＋２ｍ）／１５０ｍ＝４％

改定前は最大計測距離の半径毎に盛替えを行い、ＴＬＳ直下点群欠測部分を補完する必要があった。
改定後は最大計測距離の直径毎に盛替えが可能となり、計測範囲が拡大された。

：ＴＬＳ配置位置（欠測部分）：ＴＬＳ計測範囲

改定前のスキャン例 改定後のスキャン例

出来形管理範囲出来形管理範囲

ＴＬＳ最大計測範囲 ＴＬＳ最大計測範囲

盛替え①

盛替え②

盛替え③

盛替え④

盛替え①

盛替え②

欠測部における除外範囲
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欠測を補完しながら計測

3-1 ICT舗装工の計測効率の改善
地上型レーザースキャナー直下欠測の許容
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x y z
始点 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

1 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○
2 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○
3 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○
4 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○
5 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○
6 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○
7 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○
8 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○
9 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○
10 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○
11 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○
12 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○
13 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○

終点 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○
データ数 13 計 ○○○ ○○○
平坦性(mm) ○○○

平坦性管理
工事名　　　○○舗装工事
測定開始点　No○○
測定終了点　No○○
側線距離　　○○m
シート番号　1/1
測定日　　　○○年○○月○○日

変位量の
２乗(mm2)

備考
○○○

測定Ｎｏ
測定点座標(m) 標高値

(m)
変位量
(mm)

従来手法における平坦性の計測 計測点群データを利用した平坦性の算出

参考資料 計測点群データを用いた平坦性算出

従来法の３ｍプロフィルメーターなどでの測定方法を踏襲し、計測点
群データにおいて車道中心線から１ｍ離れた計測ライン上にて、始点
より延長1.5ｍ毎の箇所を中心として直径200mmの円形範囲内に入る点
群を選択し、選択された点群の平均標高を当該箇所の標高値とする。
計測ライン上で得られた延長1.5ｍ毎の標高値を用いて以下の式により
平坦性σを算出できる。

σ：平坦性
ｘ：変位量（ｋ番目の標高値に対するｋ－１番目とｋ＋１番目の標高
値の平均値との差分）
ｎ：変位量データ数

点群から算出した場合の平坦性管理表 作成例
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＜追記事項＞
• 地上移動体搭載型レーザースキャナの技術として、モービルマッピングシステム（MMS）を追記
• GNSSとIMUの組み合わせにおける精度確認手法を明確にした

＜対象要領＞
• 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領 （土工編）（案）
• 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）
• 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領 （舗装工編）（案）
• 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工編）（案）

- 要領（案）記載内容 -

主要機器の構成およびシステム概要 精度確認試験概要・条件（例）

【モービル・マッピング・システム（ＭＭＳ）】
ＭＭＳは、車両にＧＮＳＳアンテナ、レーザースキャナー、カメラなどの機器を搭載し、走行しながら道路や周辺の３次元座標データと画
像データを取得できる車載型計測システムです。公共測量作業規程の準則では車載写真レーザー測量と規定されています。

用語の解説

計測手順と留意事項
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 ICT活用工事の必須要件（3次元出来形管理）の緩和のため、「３次元出来形管理等の施
工管理」に、以下の記述が追加されています。

「なお表層については、面管理を実施するものとするが、出来形管理のタイミングが複数
回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合は、
監督職員との協議の上、１）～５）を適用することなく、従来手法（出来形管理基準上で当
該基準に基づく管理項目）での出来形管理を行ってもよい。ただし、完成検査直前の工
事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計測を行い、⑤によって納品するも
のとする。表層以外については、従来手法（出来形管理基準上で当該基準に基づく管理
項目）での管理を実施してもよい。」

【3次元出来形管理の要件緩和】 実施方針に関する留意点

ICT舗装工

ICT土工

「受注者は、河川・海岸・砂防・道路土工の出来形管理については、面管理で行うことと
するが、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定さ
れる等、面管理が非効率になる場合は、監督職員との協議の上、１）～８）を適用するこ
となく、管理断面による出来形管理を行ってもよい。ただし、完成検査直前の工事竣工段
階の地形について面管理に準じた出来形計測を行い、⑤によって納品するものとする。

「i-Construction における「ＩＣＴの全面的な活用」の実施について」別紙－４「ＩＣＴ活用工事（土工）実施要領」

「i-Construction における「ＩＣＴの全面的な活用」の実施について」別紙－７「ＩＣＴ活用工事（舗装工）実施要領」
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国総研（解説） ICT活用工事の必須要件（3次元出来形管理）の緩和

 3次元出来形管理については、一度に広範囲の計測を短時間に実施することに生産性向
上の面から優位性があるが、段取り次第では、3次元か従来手法かによらず、出来形管理
を小ロットで行わざるを得ず、3次元出来形管理の優位性が発揮できない状況があった。

 このような場合、従前は3次元出来形管理が必須要件であったがために、優位性が無い
状況においても実施無ければならなかったが、竣工直前の出来形計測（つまり出来形管
理には用いない）を3次元計測で行い納品することを明示的に選択できることとした。

例）斜面を切り下げながら、法面
処理を行う場合、掘削後すぐに法
枠、あるいは植生等の施工に入
ることから、1段ごとに面管理を行

わざるを得なくなる。このような場
合で、従来のTS出来形管理の方

が時間的にも優位性がある場合
が考えられる。

一方、i-Constructionの理念として、3次元ﾃﾞｰﾀの流通によ
り、工事という単一ﾌﾟﾛｾｽの効率化だけではなく、建設生産
ﾌﾟﾛｾｽ全体の効率化があり、竣工直前の3次元（出来形）
計測結果を残すことそのものの優位性はある。

竣工直前の3次元出来形計測を行い、納品する。
（3次元出来形管理は免除）出来形管理は従来手法で実施 107
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まとめ
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測量・地質 設計 工事 維持管理・点検

３Dデータの収集・蓄積

発注者における３Ｄデータ利活用について

地形の3D化による
各種シミュレーション等
への活用等

設計の3D化による
施工計画、数量確認の
効率化、品質確保等

施工の3D化による
安全な施工管理、監
督検査の効率化等

維持管理の3D化による
迅速な変位把握、ト
レーサビリティの向上等

三次元測量
BIM/CIM

ICT施工
ロボット点検

Etc.

各現場でのリアルタイムの情報共有、納品された３Ｄデータの活用等
発注者が3Dデータを活用する重要性が増大

「３次元データ利活用方針」（29.11策定）
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国土に関するデータ（インフラ・データプラットフォーム）

国土交通データプラットフォーム

ドローン等を活用した
3次元測量

測量・調査
BIM/CIMによる
３次元設計

設 計
3次元データに基づく
施工、品質管理

施 工

×村△町□市

各管理者の維持管理情報
システムの構築

○県

情報共有システム
（測量・調査者、設計者、施工者、発注者、施設管理者間での情報共有）

データ連携

維持管理
ロボットやセンサーによる
3次元点検データの取得

オンライン電子納品

データ連携
民間建築物データ

（例：建物形状データ、家屋課税台帳等）

経済活動に関するデータ
（人や物の移動等）

自然現象に関するデータ
（気象・防災等）

都市の3次元モデル
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国土交通データプラットフォーム整備計画

2019年3月29日～4月12日

「国土交通データプラットフォーム整
備計画（原案）」に対しての意見募集
を実施

2019年5月30日

提出された意見を踏まえて、「国土交
通データプラットフォーム整備計画」
を策定・公表
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これからの発展について

○物流効率化

ドローンによる荷物配送計画
の検討への活用

出典:総合政策局資料より

出典：株式会社構造計画研究所 出典：バーチャルシンガポール

○防災計画

人流データを解析することで、災害時の避難
シミュレーションを実現

○観光振興

リアリティのあるVR/AR体験や
エンターテイメント分野への活用

出典：観光庁資料より

出典：株式会社ウェザーニューズ 出典：株式会社環境シミュレーション

○都市計画

日照や風等の気象データを解析することで、
最適なヒートアイランド対策を実現
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